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いいえ

申請手続きが必要です
※ 交付申請書を郵送しますので下記担当まで連絡ください

交付申請書が届きま

したら、必要事項を記

入の上、返信用封筒で

郵送してください。

案内文書裏面に交付

申請書の記載例があり

ますのでご覧ください。
準備完了令和４年度（令和３年中）の所得が確認できる書類の写し（保護者

が複数いる場合は、所得が高い保護者のもの）をご準備ください。

保護者の方（複数いる場合は、所得が高い保護者）は、令和４年

１月１日時点で盛岡市に住民票がありましたか？

いいえ

申請手続きは不要です

３月6日、お子様のご住

所あて郵送しました。

※令和５年２月４日以降

に転入された方は、申請

が必要です。下記担当ま

でお電話にてご連絡くだ

さい。

お子様は令和５年４月から

高校１年生ですか？

※ ４月から２年生、３年生の

場合は「いいえ」に進む

いいえ

高校生等医療費助成は

対象外です

現在は、高校生等医療費

助成をご利用できません。

・生活保護が廃止

・他の医療費助成が終了

・保険証が変わった

・医療費負担が発生

など、変更があった場合

は、医療助成年金課までお

問い合わせください。

はい

下記のいずれかに該当していますか？

・生活保護を受けている

・他の医療費助成（重度心身障がい者、ひとり親家庭等）を受けている

・盛岡市以外の市町村の国民健康保険に加入している

・法令等の規定により、医療費を負担していない

はい

いいえ

はい

いいえ

はい はい

いいえ

お子様の住民票は、現在

盛岡市にありますか？

お子様の保険証は盛岡市の

国民健康保険ですか？

中学生医療費受給者証

を持っていましたか？

スタート！

はい

ゴール１

ゴール２

所得が確認できる書類とは，次のいずれかのことです。

1 市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書（納税義務者用）

2 市民税・県民税納税通知書（課税明細が記載してある部分）

3 所得課税証明書（所得額、控除額、扶養人数、課税・非課税の記載があるもの）

※ 3は令和４年１月１日時点で住民票があった市町村で取得します。

令和５年4月診療分から

高校生等の医療費助成を開始します
助成を受けるためには、受給者証の交付手続きが必要です。下のフローチャートを参考にお手続きをお願いします。


